
 

 

【報告１】 

路線運賃協議分科会の協議結果について 

 

１ 協議事項  紫雲寺地域公共交通の運賃について 

  

（１） 内容    

新発田版デマンド方式の先行地区と同一の運賃体系とし、地区の境界を加治川橋に

設け、地区を越える乗車を３００円、地区内の乗車を２００円とする。 

但し、小中学生を半額、未就学児を無料とし、手帳提示により本人と付添人を半額、

１０円未満の端数を切捨とする。 

※手帳とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか 

 

 

（２） 結果 

 全ての委員が承認（意見等なし） 

      ※令和６年１月２９日付け書面協議（令和６年２月７日付け合意） 

 

 

［参考］道路運送法第５条に規定される措置状況 

 ・方法    市ホームページにて意見を募集 

 ・期間    令和６年１月１７日 から 令和６年１月２５日 まで 

 ・意見提出数 ０件 


